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飯能市入札・契約等に係る説明請求等に関する事務取扱要領 

                                           （平成１４年２月１日決裁）

１ 趣 旨 

    この要領は、入札・契約及び検査に係る説明請求等（説明の請求及び再度

の説明の請求をいう。以下同じ。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 説明請求 

  次の各号に掲げる者は、市長が通知をした日の翌日から起算して７日以内

に市長に対して書面により説明の請求（以下「説明請求」という。）をする

ことができる。 

（１） 一般競争入札において入札参加資格審査申請書及び技術資料を提出し

た者のうち、市長から入札参加資格がないと決定した旨の通知を受けた

者で、当該入札参加資格がないと認めた理由に不服のある者 

（２） 公募型指名競争入札において技術資料を提出した者のうち、市長から

非指名通知を受けた者で、当該非指名理由に不服のある者 

（３） 工事希望型指名競争入札において技術資料を提出した者のうち、市長

から非指名通知を受けた者で、当該非指名理由に不服のある者 

（４） 技術提案方式及び総合評価落札方式による競争入札において技術提案

を提出した者のうち、市長から技術提案が適正と認められなかった旨の

通知を受けた者で、当該技術提案が適正と認められなかった理由に不服

のある者 

（５） 総合評価落札方式による競争入札において非落札者のうち、落札者の

決定結果に対して不服がある者 

（６） 設計・施工一括発注方式による競争入札において設計提案を提出した

者のうち、市長から設計提案が適正と認められなかった旨の通知を受け

た者で、当該技術提案が適正と認められなかった理由に不服のある者 

（７） 低入札価格調査において当該調査対象者のうち、落札者とならなかっ

た者で、当該落札者とならなかった理由に不服のある者 

（８）工事成績評定及び工事成績簡易評定による評価結果の通知を受けた者
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で、当該評価結果に不服のある者 

 

３ 説明請求に対する回答 

  市長は、前項の規定により説明請求があったときは、飯能市建設工事請負

指名業者資格審査会（以下「審査会」という。）の意見を聴いた上で、当該

説明請求をすることができる期間のうちの最終日の翌日から起算して７日以

内に当該請求をした者に理由を付して回答しなければならない。 

 

４ 再説明請求 

（１） 前項の規定により市長から説明請求についての回答を受けた者が、当

該回答による説明に不服があるときは、市長に対し１回に限り再度の説

明の請求（以下「再説明請求」という。）をすることができるものとす

る。 

（２） 再説明請求は、説明請求に対する回答があった日の翌日から起算して

７日以内に市長に対し書面により請求しなければならない。 

（３） 市長は、再説明請求があったときは、第７項に掲げる場合を除き、請

求の内容に応じて速やかに飯能市入札監視委員会又は飯能市総合評価審

査委員会（以下「委員会」という。）の意見を聴かなければならない。 

 （４） 市長は、前号で委員会の意見を聴いたのち、再説明請求に対する回答

について審査会の意見を聴かなければならない。 

 

５ 再説明請求に対する回答 

  市長は、前項第１号の規定による再説明請求があったときは、委員会及び

審査会の意見を聴いた上で、当該再説明請求を受けた日の翌日から起算して

おおむね６０日以内に当該請求をした者に理由を付して回答しなければなら

ない。 

 

６ 説明請求等の教示 

  市長は、第２項に規定する通知には説明請求ができる旨を、第３項に規定
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する回答には再説明請求ができる旨をそれぞれ教示しなければならない。 

 

７ 説明請求等の却下 

（１） 市長は、説明請求については第２項各号に、再説明請求については第

４項第１号に該当しない者がした請求、請求期間が徒過している請求そ

の他客観的かつ明白に請求の適格を欠く請求と認めるときは、その説明

請求等を却下することができる。 

（２） 前号の規定により説明請求等を却下するときは、当該請求の書面を受

け取った日の翌日から起算して７日以内に当該請求をした者にその旨を

通知しなければならない。 

 

８ 入札手続の執行 

  説明請求等は、原則として入札手続の執行を妨げるものではないものとす

る。 

 

９ その他 

  この要領に定めのない事項については、その都度市長が定める。 

 

   附 則 

 この要領は、平成１４年４月１日から適用する。 

   附 則（平成１６年３月１０日決裁） 

 この要領は、平成１６年４月１日から適用する。 

   附 則（平成２７年２月１３日決裁） 

 この要領は、平成２７年４月１日から適用する。 

 


